
  

 

豊田市内の中小企業者の皆さまへ 2026 年度  

【お問合せ先】 
豊田市 産業部 産業振興課  
（〒471-8501 豊田市西町 3-60 西庁舎７階 ） 
電話 0565-34-6641、6642  FAX  0565-35-4317  
Email  kigyo-yuchi@city.toyota.aichi.jp 
ホームページ ︓ https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/kigyoyuchi/1063650/index.html 

 

全業種の中小企業者の皆さまを対象に、以下 3 つの事業を支援します︕ 
申請者 

申請から交付までの流れ 

⑤ 実績報告書の提出 

⑧ 補助金請求書の提出 

① 交付申請書の提出 

②交付決定 

⑥額確定 

⑨補助金交付 

豊田市では様々な企業支援施策を実施していますので、ぜひご活用ください︕ 

提出方法 ︓ 原則として電子申請 (市 HP から申請フォームにアクセスできます。) 
      その他の提出方法については個別にご相談ください。 

【豊田ものづくりブランド】 

豊田市内の中小企業・小規模事業者が

持つ優れた技術・製品の認定制度 

豊田市 

 

【提出期限】 
事業完了又はすべての支払完了の、いずれか遅い 
日付から起算して 30 日以内 
又は翌年度の４月 10 日のいずれか早い期日まで 

【はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰】 

働きやすく働きがいのある職場づくり

に積極的に取り組む事業所の表彰制度 

 

 

【豊田市 SDGs 認証制度】 

豊田市内で SDGｓ経営に積極的に取組

む事業者の認証制度 

③交付決定通知書 

⑦確定通知書 

給付 

＜当補助金 HP の QR コード＞ 

① 販路拡大事業 
例えばこのようなことに活用できます 

☑見本市や展示会へ出展 

☑販路拡大を専門としたマッチング支援機関を利用 ④補助事業の実施 

※予算上限に達した場合は下記に関わらず終了 

◎交付決定通知後に事業着手すること 
◎①で申請した内容に変更（事業内容等）が発生し

た場合は変更承認申請書を必ず提出すること 
◎事業完了及び支払い完了は令和 9 年 3 月 31 日ま

でに行うこと 

【提出期限】 
事業開始日の原則 1 カ月前までに提出 
（４月中に事業を開始する場合などを除く） 

【申請期間】 
⇒4 月１日〜2 月 28 日 

② BCP 策定事業 

BCP（事業継続計画）の新規策定 

BCP の改定 

例えばこのようなことに活用できます 

③ サイバーセキュリティ診断事業 

必要なサイバーセキュリティ対策を検討するために、外部の専門機関による 

診断を受ける 

例えばこのようなことに活用できます 

当補助金のホームページ・交付要綱を確認の
うえ、必要書類の作成をお願いします。 
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補助対象事業 

（１） 見本市等※へ出展する事業 

※ 取引先及び事業提携先の開拓、受発注の機会の確保などを目的として商品、 

サービス、製品、技術等を紹介する見本市、展示会、博覧会等 

（２） 専門のマッチング支援機関、サイトを活用する事業 

補助対象外事業 

ア その場で小売りすることを主目的としたもの 

イ 広く一般に公開されていないもの 

ウ 豊田市が主催、共催または開催費用について負担金などの支払いをしているもの 

エ ものづくりブランド推進協議会から出展費用の補助を受けて出展するイベントに係

る費用 

補助対象経費 

(1) 出展料（オンライン展示商談会の登録料・参加料等を含む）、運搬費、通訳料、イベ

ント出展に伴うサイト掲載費用及び PR メール等への配信費用 

(2) 登録料、仲介手数料、委託費、コーディネート料、専門サイト掲載料（販路拡大専用

マッチング機関の支払いに限る） 

補助対象事業 BCP の策定、改定（それに伴う事前調査費を含む） 

補助対象経費 委託費、申請代行手数料、調査費 

補助対象事業 
サイバーセキュリティ対策について、必要な対策を検討するために、外

部の専門機関による診断を受ける事業 

補助対象経費 
脆弱性診断費用、委託費（顧問料等、官公庁等への手続及びそのための

書類作成に係る費用を除く。） 

補助限度額  ３０万円  補助率  １/２  

 
 
【対 象】 

□市内に主たる事業所を置く中小事業者 

・市内に住所及び事業所を有する個人 

・市内に主たる事業所を置く中小企業及び企業団体 

※市内に主たる事業所を置く場合でも、市外事業所のみで実施する事業は対象外 

【注意事項】 

□事業着手日より前に交付申請を提出すること 

□事業実施日の 1 カ月前までに交付申請を提出すること 

□補助対象経費は税抜き金額で計算をすること 

□②③の事業は、事業ごとに通算１回限りの申請。なお、令和６、７年度までに「豊田市中小

企業経営力高度化事業補助金」で同事業について補助金を受けている場合は申請不可。 

□同一事業に対して、国、県又はその他の機関から補助金等を受けている場合、当補助金は

対象外 

判断に迷う場合は個別に

ご連絡ください 

【販路拡大事業について】 

◎補助限度額の引き上げ対象   

(20 万円⇒３０万円) 

  □大規模見本市（首都圏、関西圏及び海外において開催され、小間数又は出展企業数が概

ね５００を超える見本市）に出展する事業 

（２０万円⇒４０万円） 

 □豊田ものづくりブランド推進協議会が認定する技術や製品に係る事業 

補助限度額 20 万円 ⇒       ３０万円        ４０万円
大規模
見本市 

ものづくり
ブランド 

①販路拡大事業  【１会計年度に１回申請可】 

2026 年 2 月作成 

補助限度額  ３０万円  補助率  １/２  

③サイバーセキュリティ診断事業 【通算１回限り申請可】 

②BCP 策定事業  【通算１回限り申請可】 

補助率  １/２  

【よくある質問】 
 
・事業開始日とはいつか︖ 
・補助事業の経費が変更になった場合は︖ 
・【販路拡大事業】大規模見本市とはなにか︖ 
・【ＢＣＰ策定事業】申請代行手数料とは何か︖  
・【サイバーセキュリティ診断事業】実施日が変更になった場合は︖ 
 
⇒市 HP によくある質問（Q＆A）を記載しておりますので、 

ご確認ください。 
ホームページ︓https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/kigyoyuchi/1063650/index.html 
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